
  

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付要綱                           

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、全国生涯学習市町村協議会に加入する市町村が実施する研修会等（以下「補助事業」

という。）に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （市町村の責務） 

第２条  補助金を受け補助事業を行う市町村（以下「補助事業者」という。）は、交付の目的に従って誠実に

実施するよう努めなければならない。 

（補助対象経費） 

第３条  補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業を実施する経費のうち、別表

に定める経費とする。 

（補助金の交付） 

第４条  補助金の交付額は、補助対象経費の３分の２以内とし、毎年度予算の範囲内において会長が定める

額とする。 

 （補助金の交付の申請） 

第５条  補助金の交付を受けようとする市町村は、補助金交付申請書（様式１号）を期限までに、次に掲げ

る書類を添付して会長に提出しなければならない。 

     (1) 補助事業計画書（様式第２号） 

     (2) 事業に係る収支予算書 

 （補助金の交付の決定） 

第６条  会長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により補助金を交付

すべきものと認めたときは、速やかに申請者に対し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその

条件を、補助金交付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

２ 会長は、前項の審査等の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者

に対してその旨を、補助金不交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

 （補助事業の変更等の承認） 

第７条  補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（会長が定める軽易な変更

を除く。）、中止又は廃止する場合においては、補助金（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第５号）によ

り会長の承認を受けること。 

 （実績報告） 

第８条  補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（中止又は廃止の承認を受けたときを含む）又は補助

金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、会長が定めるところにより、補助事業の成果を記載した

補助事業実績報告書（様式第６号）を、次に掲げる書類を添付して会長に提出しなければならない。 

     (1) 補助事業実績書（様式第７号） 

      (2) 収支決算書 

      (3) 支払いを証する書類の写し 

      (4) 会長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第９条  会長は、前条第１項の規定により実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等

により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第８号）により当該補助事業者に通



知するものとする。 

（是正のための措置） 

第10条 会長は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、

その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めた

ときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者に対して命ずる

ことができる。 

（補助金の交付時期） 

第 11 条 補助金は、第９条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。

ただし、会長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補

助金の全部又は一部を交付することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式第９号）

を会長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第 12 条 会長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一

部を、補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により取消すことができる。 

    (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

    (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

     (3) その他補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は会長の指示に従わなかっ

たとき。 

２ 前項の規定は、第９条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

 （補助金等の返還） 

第 13 条 会長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 会長は、補助事業者に交付すべき補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交

付されているときは、期限を定めて、その返還を補助金返還命令書（様式第１１号）により命ずるものとす

る。 

 （関係書類の整備） 

第 14 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、かつ、これ

らの書類等を補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保存しておかなければならな

い。 

 （委任） 

第 15 条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が別に定める。 

    

附 則   

（施行期日） 

 この要綱は、平成 14 年５月 29 日から施行する。 

 

附 則（令和２年度総会） 

（施行期日） 

 この要綱は、令和２年７月２９日から施行する。 

 



表（第３条関係） 

補 助 対 象 経 費             

区    分 内        容 

報 償 費         講師謝礼金、講演料等 

旅      費 

 

講師交通費・宿泊費実費弁償等 

印 刷 製 本 費         チラシ、ポスター、パンフレット、参加申込書の印刷等 

使用料及び賃借料 会場借上げ、設備賃借等 

 

 



 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付申請書 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

 全国生涯学習市町村協議会 

 会 長       宛 

 

 

住  所 

                    自治体名 

                    代表者名 

                    電話番号 

 

 全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付要綱第５条の規定に基づき、補助金の交付

を受けたいので、下記の関係書類を添えて申請いたします。 

 

記 

 

  １ 申請金額              円    

 

  ２ 添付書類  （１）補助事業計画書（様式第２号） 

          （２）事業に係る収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

補 助 事 業 計 画 書                

 

事  業  名         

事 業 の 内 容         

事 業 実 施        

予 定 期 間        

  年   月   日   ～   年   月   日 

事業実施場所         

総 事 業 費        合計                円 

補助対象経費        

（経費の区分ごと） 

 

 

 

 

合計               円 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付決定通知書 

                                

第     号 

                                  年  月  日 

 

                            様 

 

                     全国生涯学習市町村協議会 

                     会 長           印  

  

     年  月  日付け第   号で申請のあった全国生涯学習市町村協議会研修 

 会等補助金については、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

 １  交付金額   金           円 

 

 ２  条  件 

    次の事由が生じたときは、速やかに会長に届け出ること。 

（１） 事業を廃止したとき。 

 



 

 

様式第４号（第６条関係） 

 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金不交付決定通知書 

 

第     号 

                                 年  月  日 

 

              様 

 

                    全国生涯学習市町村協議会 

                    会 長           印 

 

 

      年  月  日付け第   号で申請のあった全国生涯学習市町村協議会研 

 修会等補助金については、下記の理由により、不交付と決定したので通知します。 

 

記 

 

 不交付の理由 

 

 



 

 

様式第５号（第７条関係） 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金（変更・中止・廃止）承認申請書 

第     号 

                                 年  月  日 

 全国生涯学習市町村協議会 

 会 長       宛 

                   住  所 

                   自治体名 

                   代表者名 

                   電話番号 

 全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付要綱第７条の規定に基づき、事業の（変 

更・中止・廃止）の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請いたします。 

 

補 助 年 度         年度 補助事業名        

交付決定通知日         年  月  日 番 号        

補助事業等の内容         

変 更 前         

 

変 更 後         

 

変 更 又 は 中 止        

 

（廃止）の理由         

 

変 更 又 は 中 止        

 

（廃止）の年月日         

年   月   日 （予定） 

添 付 書 類         １ 変更後の補助事業計画書 

２ 変更後の収支予算書 



 

 

様式第６号（第８条関係） 

  

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金実績報告書 

 

第     号 

                                  年  月  日 

 

 全国生涯学習市町村協議会 

 会 長      宛 

 

 

 

                  住  所 

                  自治体名 

                  代表者名                印 

                  電話番号 

 

    年  月  日付け第  号で交付決定の通知を受けた全国生涯学習市町村協議 

会研修会等補助事業が終了したので、下記の書類を添付して報告いたします。 

 

記 

 

      添付書類 （１）補助事業実績書（様式第７号） 

（２）収支決算書 

           （３）支払いを証する書類の写し 

           （４）会長が必要と認める書類 

 



 

 

様式第７号（第８条関係） 

 

補 助 事 業 実 績 書               

 

事 業 名          

事 業 の 内 容          

事 業 実 施 期 間         年   月   日   ～   年   月   日 

事 業 実 施 場 所          

総 事 業 費         合 計         円 

補 助 対 象 経 費         

（経費の区分ごとに

算出基礎を記入） 

合 計         円 



 

 

様式第８号（第９条関係） 

 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金確定通知書 

 

第     号 

                                  年  月  日 

 

              様 

 

                    全国生涯学習市町村協議会 

                    会 長            印 

 

     年  月  日付け第   号で交付決定した全国生涯学習市町村協議会研修 

会等補助金については、下記のとおり確定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 確定金額  金            円 

 



 

 

様式第９号（第１１条関係） 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付請求書 

第     号 

                                  年  月  日 

 全国生涯学習市町村協議会 

 会 長       宛 

 

                   住  所 

                   自治体名 

                   代表者名              印 

                   電話番号 

 

    年  月  日付け第   号で補助金額の確定を受けた全国生涯学習市町村協 

議会研修会等補助金を下記のとおり請求いたします。 

記 

 

  １ 請求金額               円 

 

  ２ 振 込 先         

金融機関名  

支 店 名       

預 金 種 別      普 通預 金      ・ 当 座預 金      

口 座 番 号       

フ リ ガ ナ       

名 義       



 

 

様式第１０号（第１２条関係） 

 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付決定取消通知書 

 

第     号 

                                  年  月  日 

 

              様 

            

                      全国生涯学習市町村協議会 

                      会 長          印 

 

 

       年  月  日付け第   号で申請のあった全国生涯学習市町村協議会 

 研修会等補助金については、次の理由により交付決定を取り消します。 

 

     （理 由） 



 

 

様式第１１号（第１３条関係） 

 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金返還命令書 

 

第     号 

                                  年  月  日 

 

            様 

 

                      全国生涯学習市町村協議会 

                      会 長          印 

 

 

     年  月  日付け第   号で交付の決定を取り消した全国生涯学習市町村 

 協議会研修会等補助金については、下記のとおり返還を命じます。 

 

記 

 

   １ 返還すべき金額              円 

     （金額算定表） 

交 付 決 定 額         円 

交 付 確 定 額         円 

既 交 付 額         円 

返 還 金 額         円 

     （返還方法） 

 

 

   ２ 返 還 期 限                 年   月   日



 

 

様式第 12 号（第１１条関係） 

全国生涯学習市町村協議会研修会等補助金交付請求書（概算払） 

第     号 

                                  年  月  日 

 全国生涯学習市町村協議会 

 会 長         様 

 

                   住  所 

                   自治体名 

                   代表者名              印 

                   電話番号 

 

    年  月  日付け第   号で補助金額の決定を受けた全国生涯学習市町村協 

議会研修会等補助金を下記のとおり請求いたします。 

記 

 

  １ 概算払請求金額               円 

 

    ２  概算払いの理由 

 

  ３ 振 込 先         

 

 金融機関名 

 

 

   支 店 名      

 

 

 預 金 種 別      

 

    普通預金 ・ 当 座預 金      

 

  口 座 番 号       

 

 

  ふ り が な       

 

名 義       

 


